
10広報しんとつかわ
2019.10申込・問合せ 保健福祉課子ども・高齢者グループ　☎72-2000

高齢者世帯などの除雪費の助成
　町では、避難通路確保のための除雪サービスのほかに、除雪作業を行うことが困難な高齢者世帯を対
象に、除雪委託費用の一部を助成し、経済的負担の軽減と在宅生活を支援しています。

　町内に住所を有し、居住している方のうち世帯員全員が町民税非課税で、次のいずれかに該当
する方
　◦70歳以上の高齢者
　◦身体障がい程度等級１級、２級など

対象者

注意 ◦70歳未満の方がいる２世帯住宅は対象外です
◦年齢基準日は令和元年11月15日です

　◦助 成 額：除雪委託費用の1/2（千円未満は切捨て、上限額５万円）

　◦対象作業：�①玄関前から道路までの生活道路や置き雪除雪�
②屋根の雪下ろしや窓の除雪

　◦対象期間：�令和元年11月15日（金）～令和２年３月31日（火）の除雪作業分�
※申請は対象期間内に１回限りです。

助成額と対象作業・期間

令和元年11月15日㈮～令和２年３月31日㈫の除雪作業分

対象期間

申請手続き

業者と契約
除雪作業

業者への支払い

11/15
 ～3/31利用申請

※対象者の確認を
　行います

10/15～
町へ助成金申請

◦業者との契約書には作業内容、作業期間、契約金額の記載が必要です
◦助成金申請には契約書と領収書の写しが必要です
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